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改定後（新） 改定前（旧）

金融商品取引法における特定投資家制度に係る重要なお知らせ 金融商品取引法施行に伴う特定投資家制度に係る重要なお知らせ 

（削　除）

金融商品取引法における特定投資家制度は、投資者保護を前提とし
つつ資本市場への資金供給の円滑化を図るという趣旨により、投資
家の皆さまを、その知識・経験・財産の状況に応じ「特定投資家」と
特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、それぞれに異なる行為規
制（当社側の行為についての規制）を適用するものです。
「一般投資家」のお客さまは、金融商品取引法に則った投資者保護を
受けることになります。一方で、「特定投資家」のお客さまの場合は、
投資判断に影響するものなど一部の投資者保護に関する行為規制
（広告規制、取引態様の事前明示義務、契約締結前等の情報提供・
説明義務、適合性の原則など）の適用が除外されますが、柔軟な取
引を望むニーズに対応できるようになっております。なお、虚偽告
知の禁止・損失補填等の禁止などの市場の公正確保を目的とする行
為規制は、「特定投資家」のお客さまとのお取引にも適用されます。

1.法令上、特定投資家として分類されるお客さまについて
①　（省　略）
②資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、上場会社、特別
の法律により特別の設立行為をもって設立される法人（特殊法人お
よび独立行政法人）、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協
同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定す
る特定目的会社、金融商品取引業者（適格機関投資家を除く）である
法人、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、海外投資家等
特例業務届出者である法人、外国法人

2.一般投資家への移行制度について
法令上の特定投資家のうち上記1②に該当するお客さまが、柔軟な
取引よりも投資者保護を重視される場合には、金融商品取引法第
34条の2第1項の規定により、当社にお申し出いただくことで一般
投資家に移行し、一般投資家としての保護を受けることができま
す。お申し出された場合、法令で認められる特別な理由がない限り、
当社はお申し出を承諾いたします。
また、移行する対象契約については、「有価証券取引契約」「デリバ
ティブ取引契約」「投資顧問契約」「投資一任契約」の種類ごとに指定
することができます。

3.当社における一般投資家への移行手続きについて
上記1②に該当し、一般投資家への移行を希望されるお客さまは、
当社お取扱部店・担当者にお申し出ください。なお、この移行の取
り扱いは業者ごとになりますので、他社でお申し出されていても、
当社には別にお申し出いただく必要がある点にご注意ください。
一般投資家として扱われる期間は、お客さまが新たに適格機関投資
家となる場合を除き、お客さまから特定投資家への復帰をお申し出
いただくまで有効となります。また、お客さまは当社が一般投資家
への移行のお申し出を承諾した以降いつでも再び特定投資家とし
て取り扱うようお申し出いただくことができます。

4.株式会社のお客さまへ（資本金変動時のご連絡のお願い）
資本金変動の際には、当社お取扱部店・担当者までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。
現在、資本金5億円未満の株式会社のお客さまにつきましては、将
来、資本金異動により5億円以上になった場合には、特段のお申し
出がない限り、特定投資家として扱われることになります。
また、現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当する
お客さまが、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合に
は、一般投資家として扱われることになります（適格機関投資家、特
殊法人、上場会社、金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務
届出者または海外投資家等特例業務届出者に該当するお客さまは

2007年9月30日に証券取引法を改正した「金融商品取引法」が施行
され、同法により特定投資家制度が創設されました。
本制度は、投資者保護を前提としつつ資本市場への資金供給の円滑
化を図るという趣旨により、投資家の皆様を、その知識・経験・財
産の状況に応じ「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に
区分し、それぞれに異なる行為規制（弊社側の行為についての規制）
を適用するものです。
「一般投資家」のお客さまは、従来の証券取引法より強化された投資
者保護を受けることになります。一方で、「特定投資家」のお客さまの
場合は、投資判断に影響するものなど一部の投資者保護に関する行
為規制が除外されますが、柔軟な取引を望むニーズに対応できるよ
うになっております。なお、虚偽告知の禁止・損失補てん等の禁止
などの市場の公正確保を目的とする行為規制は、「特定投資家」のお
客さまとのお取引にも適用されます。

1.法令上、特定投資家として分類されるお客さまについて
①　（省　略）
②資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、上場会社、特別
の法律により特別の設立行為をもって設立される法人（特殊法人お
よび独立行政法人）、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協
同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定す
る特定目的会社、金融商品取引業者（適格機関投資家を除く）、適格
機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人

2.一般投資家への移行制度について
法令上の特定投資家のうち上記1②に該当するお客さまが、柔軟な
取引よりも投資者保護を重視される場合には、金融商品取引法第
34条の2第1項の規定により、弊社にお申出いただくことで一般投
資家に移行し、一般投資家としての保護を受けることができます。
お申出された場合、法令で認められる特別な理由がない限り、弊社
はお申出を承諾いたします。
また、移行する対象契約については、「有価証券取引契約」「デリバ
ティブ取引契約」「投資顧問契約」「投資一任契約」の種類ごとに指定
することができます。

3.弊社における一般投資家への移行手続きについて
上記1②に該当し、一般投資家への移行を希望されるお客さまは、
弊社お取扱い部店・担当者にお申出ください。なお、この移行の取
扱いは業者ごとになりますので、他社でお申出されていても、弊社
には別にお申出いただく必要がある点にご注意ください。
一般投資家として扱われる期間は、お客さまが新たに適格機関投資
家となる場合を除き、お客さまから特定投資家への復帰をお申出い
ただくまで有効となります。また、お客さまは弊社が一般投資家へ
のお申出を承諾した以降いつでも再び特定投資家として取扱うよ
うお申出いただくことができます。

4.株式会社のお客さまへ（資本金変動時のご連絡のお願い）
（新　設）

現在、資本金5億円未満の株式会社のお客さまにつきましては、将
来、資本金異動により5億円以上になった場合には、特段のお申出
がない限り、特定投資家として扱われることになります。
また、現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当する
お客さまが、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合に
は、一般投資家として扱われることになります（適格機関投資家、特
殊法人、上場会社、金融商品取引業者および適格機関投資家等特例
業務届出者に該当するお客さまは除きます。）

「約款・規定集（法人のお客さま用）」の新旧対照表
2024年8月

2024年10月1日を効力発生日として約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。
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除きます。）
（削　除）

ご不明な点等がございましたら、当社お取扱部店・担当者にお問い
合わせください。

以上

資本金の変動の際には、弊社お取扱い部店・担当者までご連絡くだ
さいますようお願い申し上げます。
以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、弊社お取扱い
部店・担当者にお問合せください。

以上

2024年10月1日改定 2023年4月1日改訂

最新の「約款・規定集（法人のお客さま用）」に関する情報は、当社HP（https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/
yakkan/index.html）においてご確認ください。スマートフォン用アクセスページはこちら→

https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/index.html
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/index.html
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改定後（新） 改定前（旧）

証券取引約款

第12章　雑則

第106条の2（お客さま情報の提供）
(1)当社は、当社グループのグローバル・ネットワークを活用し、お
客さまの資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービス
を総合的に研究・開発・案内・提供するため、以下のお客さまの
情報を当社および株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下
「ＳＭＦＧ」といいます。）の海外拠点（当社が指定する会社に限りま
す。以下同じ。）に提供することがあります。
①～③　（省　略）
(2)上記(1)に規定する当社およびＳＭＦＧの海外拠点とは、当社お
よびＳＭＦＧの海外に所在するグループ会社のうち、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の定義に該当する
子会社および関連会社をいいます。当社からお客さまの情報を提
供する当社およびＳＭＦＧの海外拠点（国内の子会社および関連会
社の海外支店・駐在員事務所等の海外拠点は含みません。）の個別
の社名および所在地は当社ホームページ（https://www.smbcnikko.
co.jp/service/account/yakkan/）において開示します。
(3)　（省　略）
(4)お客さまの情報に含まれる個人情報がある場合、当社は、当該個
人情報の当社およびＳＭＦＧの海外拠点への提供については、上記
(1)および(3)の規定によらず、個人情報の保護に関する法律その他
関係法令・ガイドラインに従い取り扱うものとします。

(5)　（省　略）

第106条の2（お客さま情報の提供）
(1)当社は、当社グループのグローバル・ネットワークを活用し、お
客さまの資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービス
を総合的に研究・開発・案内・提供するため、以下のお客さまの
情報を当社の海外拠点、ＳＭＢＣバンクＥＵおよびＳＭＢＣバンク
インターナショナルに提供することがあります。

①～③　（省　略）
(2)上記(1)に規定する当社の海外拠点とは、当社の海外に所在する
グループ会社のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第8条の定義に該当する子会社および関連会社をいいます。
当社からお客さまの情報を提供する当社の海外拠点（国内の子会社
および関連会社の海外支店・駐在員事務所等の海外拠点は含みませ
ん。）の個別の社名および所在地は当社ホームページ（https://www.
smbcnikko.co.jp/hogo/subsidiary.html）において開示します。

(3)　（省　略）
(4)お客さまの情報に含まれる個人情報がある場合、当該個人情報
の当社の海外拠点、ＳＭＢＣバンクＥＵおよびＳＭＢＣバンクイン
ターナショナルへの提供については、上記(1)および(3)の規定によ
らず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令・ガイドライン
に従い取り扱うものとします。
(5)　（省　略）

2024年10月1日改定 2024年4月1日改定

「約款・規定集（法人のお客さま用）」の新旧対照表
2024年9月

2024年10月1日を効力発生日として次のとおり証券取引約款を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。

（注）2024年10月1日の効力発生日時点において改定後の第106条の2の規定に基づき当社から法人のお客さまの情報を提供
する当社およびＳＭＦＧの海外拠点の社名および所在地に関しては、改定直前における当社からの提供先である海外拠点か
ら変更はありません。

最新の「約款・規定集（法人のお客さま用）」に関する情報は、当社HP（https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/
yakkan/）においてご確認ください。スマートフォン用アクセスページはこちら→

https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/
https://www.smbcnikko.co.jp/hogo/subsidiary.html
https://www.smbcnikko.co.jp/hogo/subsidiary.html
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/yakkan/
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